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12 道路網の整備促進等について 

 

国土の骨格を形成する高規格幹線道路等の整備は、地方創生や国

土の強靱化を実現するとともに、国土の均衡ある発展を図る根幹と

なるものである。また、都市圏などの環状道路やバイパス等の整備

は、都市機能を回復し、生産性の向上による地域経済の好循環をも

たらすストック効果が期待できるため、強力に整備促進を図ること

が必要である。 

東北及び関東地方に多大な被害を及ぼした東日本大震災では、高

規格幹線道路等は緊急輸送道路として、救援活動や援助物資の輸送

等に大きな役割を果たし、その重要性が再認識された。 

そのような中、令和２年度までの「防災・減災、国土強靭化のため

の３か年緊急対策」により、重要インフラ等の緊急に実施すべきハー

ド・ソフト対策を集中的に進めているところであるが、令和元年房

総半島台風や令和元年東日本台風など、近年の気候変動の影響によ

り、頻発化・激甚化する自然災害に対する抜本的な対策としては、十

分とはいえないことから、「３か年緊急対策」以降も別枠の予算によ

る継続した国の支援と対象事業の拡大が不可欠である。また、今後

発生する可能性が高い巨大地震等の大規模自然災害から、関東地方

の安全・安心を確保していくためにも、国と地方との役割分担を踏

まえた上で、国が責任を負うべき道路の着実な整備とともに、高規

格幹線道路等のストック効果を高めるアクセス道路など、地方が行

う必要な道路整備への更なる財政措置を講じられたい。 

さらに、大雪などによる大規模自然災害時において高規格幹線道

路等は、地域の耐災性を高め、代替輸送ルートともなることから、整

備を促進し、道路ネットワーク機能を確保していく必要がある。 

また、我が国の道路施設は高度成長期に集中的に建設された経緯

から、急速に高齢化が進んでおり、老朽化対策の推進が急務となっ

ている。 
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これらを踏まえ、以下の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 各道路の整備促進等 

（１） 東北縦貫自動車道の機能強化及び宇都宮ＩＣ以北の６車線

化整備計画の策定 

東北縦貫自動車道は、首都圏と東北地方を結ぶ広域連携軸

として極めて重要な幹線道路である。 

ついては、交通渋滞を解消し、速達性・定時性を確保するた

め、上河内ＳＡ付近や矢板北ＰＡ付近、栃木ＩＣ付近などの渋

滞が頻発している箇所について、付加車線の設置等、早期に対

策の具体化を図ること。 

また、宇都宮ＩＣ以北の６車線化整備計画の早期策定を図

ること。 

 

（２） 東京外かく環状道路の整備促進 

東京外かく環状道路は、都心から約 15キロメートル圏を環

状に結ぶ総延長約 85キロメートルの道路であり、都心に集中

する放射状の高速道路や一般国道等と連結し、首都圏の自動

車交通の円滑な分散導入を図る重要な役割を担うものであり、

また、切迫する首都直下地震などにおいて、日本の東西交通の

分断を防ぎ、災害時に対応したリダンダンシーが確保される

よう首都機能を堅持するほか、救援、復旧活動に大きな役割を

果たすなど、国民の生命や財産を守る重要な機能を有するこ

とから、一刻も早く完成させる必要がある。 

京葉道路との接続部である京葉ＪＣＴについては、京葉道

路千葉方向と外環道高谷ＪＣＴ方向とを連絡するランプの整

備を進め、早期にフルジャンクション化を図ること。 

関越自動車道（練馬区）から東名高速道路（世田谷区）間の

約 16キロメートルについては、大深度地下における高度な技
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術力を要する工事であることから、安全を最優先に整備を進

め、早期に開通すること。 

東名高速道路から湾岸道路間については、東京外かく環状

道路の最後の区間であるが、ルート等は未定の状況である。現

在、東京外かく環状道路（東名高速～湾岸道路間）計画検討協

議会において、川崎縦貫道路の計画も視野に入れながら、検討

が進められているが、環状道路としての機能を十分発揮させ

るため、全区間の計画を早期に具体化すること。 

 

（３） 首都圏中央連絡自動車道の整備促進 

首都圏中央連絡自動車道は、都心からおよそ半径 40～60キ

ロメートルの位置に延長約 300 キロメートルの高規格幹線道

路として計画され、首都圏の中核都市間の連携を強化し、交流

を促進することから強化による観光振興や、広域的な移動性

の大幅な向上による物流の効率化など、地域発展の基盤とし

て重要な役割を果たすものである。 

今後、切迫性が高まっている首都直下地震の発生など、首都

圏における災害時には、緊急輸送道路として災害救助活動や

緊急物資の輸送等に極めて大きな役割を果たすことからも、

環状道路を早期に開通させるとともに、暫定２車線区間の早

期４車線化を図ることが不可欠である。 

ついては、環状道路としての機能を最大限発揮させるため、

供用済みの首都圏中央連絡自動車道の西側区間と東京湾岸部

をつなぐ高速横浜環状南線及び横浜湘南道路の早期整備を図

ること。 

大栄ＪＣＴから松尾横芝ＩＣ間については、成田国際空港

と羽田空港を結ぶ新たなルートを形成する極めて重要な道路

であるため、令和６年度の供用に向け、確実に事業を進めるこ

と。 
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さらに、久喜白岡ＪＣＴから木更津東ＩＣ間の暫定２車線

区間については、対面交通の安全性や走行性、大規模自然災害

時等の対応に課題があり、安全で円滑な交通の確保や生産性

の向上を図るためにも、４車線化が必須である。 

令和６年度までの全線４車線化の供用見込みが示された久

喜白岡ＪＣＴから大栄ＪＣＴ間について、一日も早く４車線

化するとともに、残る区間についても早期４車線化を図るこ

と。また、圏央道の利便性の向上や地域の活性化に大きく寄与

するかずさＩＣ（仮）の早期整備を図ること。 

 

（４） 新東名高速道路の早期全線開通及び６車線化の早期実現 

新東名高速道路は、我が国の社会経済活動の根幹を担う新

たな大動脈としての機能を有するととともに、地震等の大規

模自然災害時には代替路及び緊急輸送道路としての役割を果

たす極めて重要な道路である。 

御殿場ＪＣＴから西側の区間は、平成 28年までに全て供用

され、東名高速道路とダブルネットワークを形成することに

より、渋滞の緩和や経済活動の活性化などのストック効果が

発揮されている。こうした効果を更に広め、高めていくために

は、残る区間の整備促進が不可欠である。 

令和２年３月までに、海老名南ＪＣＴから伊勢原大山ＩＣ

間が開通しているが、引き続き、残る伊勢原大山ＩＣから御殿

場ＪＣＴ間の一日も早い開通を図ること。また、海老名南ＪＣ

Ｔ以東の区間について、計画の具体化を図ること。 

さらに、一層の物流の効率化を図るため、全線６車線での供

用が必要であり、平成 31年４月に工事着手した御殿場ＪＣＴ

から浜松いなさＪＣＴ間の６車線化について、一日も早く完

成させるとともに、海老名南ＪＣＴから御殿場ＪＣＴ間につ

いて、６車線化の早期実現を図るため、調査を促進させること。 
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（５） 中部横断自動車道の整備促進 

中部横断自動車道は、日本列島の中央部において太平洋側

と日本海側とを直結するとともに、北関東３県及び甲信静３

県を結ぶ「関東大環状ネットワーク」を支える高速道路網の一

部を形成し、これらの地域の産業・文化・学術等の発展に大き

く寄与する重要な道路である。 

令和元年 11月に、富沢ＩＣから南部ＩＣの区間が開通した

ところであるが、令和２年内に供用が予定されている静岡・山

梨間の一日も早い全線開通を達成すること。また、全線開通に

向け、唯一の未事業化区間である長坂ＪＣＴ（仮）から八千穂

高原ＩＣ間の早期事業化を図ること。 

さらに、高速道路における安全・安心基本計画において暫定

２車線区間の４車線化優先整備区間に選定された双葉ＪＣＴ

から白根ＩＣの早期整備を図ること。 

 

（６） 三遠南信自動車道の整備促進 

三遠南信自動車道は、東三河（愛知県）、遠州（静岡県）、南

信州（長野県）の各地域を相互に結ぶことにより、この地域が

取り組む航空宇宙産業の振興など、新しい地域構造の構築に

寄与する重要な道路である。 

ついては、飯喬道路、青崩峠道路、水窪佐久間道路及び三遠

道路の整備を推進し、早期完成を図ること。 

さらに、同自動車道と一体として機能する一般道路の整備

を早期に推進するため、必要な財政措置を講じること。 

 

（７） 伊豆縦貫自動車道等の整備促進 

伊豆縦貫自動車道は、東名高速道路及び新東名高速道路と

直結し、伊豆地域に高速交通サービスを提供することにより、
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渋滞緩和や地域の活性化をはじめ、東海地震や南海トラフ巨

大地震等の大規模災害時における緊急輸送道路の役割を担う

など、防災、住民の安全・安心に不可欠な道路である。 

ついては、河津下田道路の整備を推進し、早期完成を図ると

ともに、月ケ瀬ＩＣから河津ＩＣ（仮）間（天城峠を越える区

間）の早期事業化を図ること。さらに、伊豆縦貫自動車道と一

体的な道路ネットワークを構成する東駿河湾環状道路の沼津

岡宮ＩＣから愛鷹ＩＣ（仮）間について、事業を推進するとと

もに、早期全線開通に向け、愛鷹ＩＣ（仮）以西の区間につい

ても、新規事業化を図ること。 

 

（８） 核都市広域幹線道路の計画の促進 

核都市広域幹線道路は、首都圏の業務核都市の育成整備を

図り、業務核都市相互を連絡する重要な広域幹線道路である

ので、早期事業化に向けて、調査・計画を促進し具体化を図る

こと。 

 

（９） 中央自動車道の機能強化の促進 

中央自動車道は、我が国の三大都市圏を結ぶ大動脈として

機能しており、上野原ＩＣから大月ＪＣＴ間については、６車

線化が完了している。 

しかし、高井戸ＩＣから上野原ＩＣ間においては、慢性的な

渋滞が発生しており、首都圏渋滞ボトルネック対策協議会に

おいては、小仏トンネル付近や調布付近などが「主要渋滞箇所」

に特定されている。これまで、中央道渋滞ボトルネック検討

ワーキンググループにおいて、車線運用の見直しや付加車線

の設置による交通容量拡大など、対策の具体的な案が示され、

事業化されたところである。 

そのため、上り線の小仏トンネル付近及び下り線の相模湖
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付近について、付加車線設置による渋滞対策が行われている

ところであるが、これらの渋滞対策事業を早期に完成させる

とともに、更なる渋滞解消のための検討を進めること。 

調布付近については、これまでに調布ＩＣから三鷹バス停

手前までの間で付加車線が設置され、その効果が確認された

ところであるが、車線数が減少する三鷹バス停付近を先頭に

速度が低下していることから、三鷹バス停付近（上り線）の渋

滞対策を速やかに実施すること。 

また、中央自動車道と東名高速道路を結ぶ東富士五湖道路

の須走ＩＣ以東の整備 （国道 138号須走道路・御殿場バイパ

ス）は、産業・経済や観光振興及び防災などに大きな効果が見

込まれる極めて重要な事業である。 

ついては、新東名高速道路の御殿場ＩＣの令和２年度供用

と合わせ、国道 138号の須走道路、御殿場バイパスが開通され

るよう特段の措置を講じること。 

 

（10） 東関東自動車道の整備促進 

東関東自動車道水戸線は、鹿島港や茨城港、さらには成田国

際空港や、茨城空港などの交流拠点を結び、陸・海・空の広域

交通ネットワークを形成することはもとより、首都圏域での

災害時におけるリダンダンシーの確保と、第三次救急施設へ

の短時間搬送可能区域の大幅拡大などに欠かすことのできな

い重要な幹線道路である。 

ついては、平成 30年２月に開通した鉾田ＩＣから茨城空港

北ＩＣ間に引き続き、国・東日本高速道路株式会社において事

業が進められている潮来ＩＣから鉾田ＩＣ間についても、十

分な予算を確保するとともに、用地を早急に取得し、１日も早

い全線開通を図ること。 

また、東関東自動車道館山線は、東京湾アクアラインや首都
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圏中央連絡自動車道などと一体となって、南房総地域と首都

圏各地域との観光、産業や文化などのさまざまな交流・連携を

強化し、地域の活性化に大きく寄与するとともに、災害時にお

ける緊急輸送道路としても欠くことのできない重要な道路で

ある。 

ついては、令和 2 年 3 月に４車線化が完成した富津中央Ｉ

Ｃから富津竹岡ＩＣ間に引き続き、接続する富津館山道路に

ついても早期に４車線化の整備を図ること。 

また、東関東自動車道と接続する京葉道路は、我が国の玄関

口である成田国際空港と東京都心をつなぐ重要な幹線道路で

あり、その渋滞対策については、車線運用の見直しによる対策

工事を早期に完成させるとともに、貝塚トンネル付近の車線

追加による抜本的な対策について、調査・設計を進め、工事に

着手すること。 

 

(11) 中部縦貫自動車道の整備促進 

中部縦貫自動車道は、長野県松本市から岐阜県の飛騨地域

を経由して福井県福井市に至る道路であり、関東、中部、北陸

地方の広域的、一体的な発展に大きく寄与する重要な道路で

ある。また、沿線には世界文化遺産「白川郷合掌造り集落」や

特別名勝特別天然記念物「上高地」、国宝「松本城天守」など

が散在し、これらをつなぐ広域観光ルートの形成に期待が大

きい。ついては、「整備計画区間」である松本波田道路の整備

を促進し、早期開通を図ること。 

また、「基本計画区間」である松本市波田から松本市中ノ湯

間については、早期事業化に向けて、調査・計画を促進し具体

化を図ること。 
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(12) 新大宮上尾道路の整備促進 

新大宮上尾道路は、関越自動車道と東北自動車道の中間に

位置し、首都高速道路と首都圏中央連絡自動車道を結ぶ、首都

圏高速道路ネットワークにおいて欠かすことのできない路線

であるとともに、慢性的に渋滞が発生している国道 17号の混

雑緩和に寄与する重要な道路である。 

また、災害時において、広域防災拠点に位置付けられている

さいたま新都心の機能を最大限発揮させるためにも、本路線

の早期整備が必要である。 

ついては、現在事業中の与野ＪＣＴから上尾南出入口間の

整備を推進するとともに、未事業化区間である上尾南出入口

から桶川北本ＩＣ間についても早期事業化を図ること。 

 

(13) 北千葉道路の整備促進 

北千葉道路は、首都圏北部と千葉ニュータウン、成田国際空

港を結び、国際競争力の強化、周辺道路の渋滞緩和による物流

等の効率化、災害時における都心との緊急輸送の確保等に寄

与する重要な道路である。 

ついては、東京外かく環状道路と成田国際空港を最短で結

ぶ国道 464号北千葉道路全線の直轄編入を図ること。 

さらに、市川市から船橋市間は、令和２年度中に都市計画や

環境アセスメントの手続きが完了するよう進めているところ

である。ついては、同区間は専用部と一般部の併設構造であり、

専用部は直轄事業と有料事業の合併施行の計画として、令和

３年度の新規事業化を図ること。 

成田市内の事業中区間のうち、国で事業を進めている区間

については、引き続き４車線での整備を図ること。また、県で

事業を進めている区間については、早期開通に向け一層の財

政支援を行うこと。 
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(14) 栃木西部・会津南道路の整備促進 

栃木西部・会津南道路は、福島・栃木を結ぶ広域幹線道路で

あり、関東と東北の広域的な連携の促進はもとより、沿線地域

の経済発展、観光振興を支える重要な道路である。 

また、東日本大震災の際には、東北自動車道や国道４号の代

替機能を果たしており、緊急時における代替路の確保の観点

からも、早急な整備が必要である。 

ついては、異常気象時通行規制区間を解消し、交通の利便

性・安全性を確保するため、令和元年度に新規事業化となった

国道 121号日光川治防災の整備を推進すること。 

将来的には、福島・栃木を結ぶ広域幹線道路であり東北自動

車道や国道４号の代替機能を果たす重要な道路であることか

ら、直轄指定区間への編入を図ること。 

 

(15) 国道 17号上武道路の全線４車線化の促進 

国道 17号は、東京都と新潟県を結び、広域的な都市間連絡

道路として、関越自動車道の機能を補完し、地域間の流通促進、

沿線地域の経済活動の発展に欠かせない重要な幹線道路であ

る。 

このうち上武道路は、埼玉県熊谷市から群馬県渋川市を結

ぶ地域高規格道路「熊谷渋川連絡道路」の一部をなしており、

平成 28年度に全線が開通したところである。 

全線開通に伴い、交通量は３割増加し、企業立地、物流、観

光等が活性化する一方で、新上武大橋を含む約 19キロメート

ルの暫定２車線区間では、朝・夕のピーク時を中心に旅行速度

が大きく落ち込み、渋滞による物流等の停滞を招いている。 

ついては、広域的な都市間連絡道路である上武道路の整備

効果を十分に発揮させるため、引き続き全線４車線化の整備

を促進し機能強化を図ること。 



- 53 - 
 

(16) 横浜新道等の機能強化の促進 

横浜新道、第三京浜、国道１号は、首都圏における重要な幹

線道路であるが、本線や周辺道路で渋滞が発生し、その機能が

十分に発揮されていないことから、沿線地域の社会経済活動

に大きな影響を与えており、渋滞対策を早期に実施していく

必要がある。 

平成 28 年の神奈川県渋滞ボトルネック検討ワーキンググ

ループでは、付加車線や出入口の設置など、対策の方向性が示

され、一部の工事や設計等の取組みが進められている。 

引き続き、円滑な交通の確保に向けた対策を早期に講じる

こと。 

 

(17) 厚木秦野道路（国道 246号バイパス）の事業促進 

    厚木秦野道路（国道 246 号バイパス）は、慢性的な混雑状

況となっている国道 246 号の交通混雑の渋滞緩和を図るとと

もに、東名高速道路や首都圏中央連絡自動車道、新東名高速

道路と一体となって交通ネットワークを強化し、地域の活性

化に寄与する重要な道路である。現在一部区間で用地取得や

工事が実施されているが、交通利便性の向上のため、有料道

路事業の積極的な活用等により、事業中区間の早期整備及び

未事業化区間の早期事業化を図ること。 

 

(18) 東埼玉道路の整備促進 

東埼玉道路は、埼玉県八潮市（外環道）を起点に埼玉県春日

部市（国道 16号）に至り、東北自動車道や常磐自動車道を補

完するとともに、国道４号の交通混雑の緩和や沿線の開発事

業を支援する道路である。 

東埼玉道路は自動車専用部（地域高規格道路）と一般部（国

道４号）が併設する構造となっている。 
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ついては、令和２年度に新規事業化された八潮から松伏ま

での自動車専用部及び事業中の一般部の整備を推進するとと

もに、自動車専用部の未事業化区間（松伏～国道１６号）の早

期事業化、更に圏央道までの地域高規格道路候補路線の計画

を早期に具体化すること。 

 

(19) 第二東京湾岸道路を軸とした新たな規格の高い道路ネット

ワークの計画促進 

東京都と千葉県を結ぶ湾岸地域では、広範囲にわたり慢性

的な交通渋滞が発生しており、この解消に取り組むことが重

要である。 

特に、千葉県湾岸地域においては、市街地周辺において依然

として慢性的な交通渋滞が発生しており、また今後も港湾機

能の強化などに伴う交通需要の増大が見込まれている。 

こうした状況を踏まえ、湾岸地域のポテンシャルを十分発

揮させ、我が国の国際競争力の強化や首都圏の生産性向上、湾

岸地域の更なる活性化のため、必要な規格の高い道路として、

多車線の自動車専用道路の計画の具体化が必要である。 

ついては、早期に整備効果を発揮できるよう、外環道高谷

ジャンクション周辺から蘇我インターチェンジ周辺ならびに

市原インターチェンジ周辺までの湾岸部において、多車線の

自動車専用道路として、速やかに計画段階評価に着手し、早期

に計画の具体化を図ること。 

加えて、東京湾岸地域では都県間を往来する広域的な交通

が集中していることから、首都圏三環状道路の概成を見据え、

第二東京湾岸道路など広域的な交流・連携を促す路線につい

て都内を含めて検討を進め、計画を具体化すること。 
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(20) 千葉柏道路の計画促進 

    国道１６号の千葉県東葛飾地域から千葉市内の区間におい

て、沿線に多くの工業団地や大型物流施設、商業施設が立地

し、大型車混入率も高く広範囲にわたり渋滞が発生している。 

千葉柏道路は、千葉県北西部における広域的な道路ネット  

ワークを構築し、国道１６号などの交通の円滑化とともに県

内外との交流・連携を強化し、地域の活性化、生産性の向上を

図る上で重要であることから、計画の早期具体化を図ること。 

 

２ 高速道路網の有効活用 

（１） スマートインターチェンジの整備促進 

スマートインターチェンジは、既存のインターチェンジを

補完し、高速道路の利用促進や一般道路の渋滞緩和に寄与す

るとともに、地域振興や観光地等の活性化に資する極めて有

効なインターチェンジである。 

ついては、事業化されたスマートインターチェンジの整備

促進及び準備段階調査箇所の早期事業化を図るとともに、計

画中のスマートインターチェンジについても、設置要件の柔

軟な運用及び準備段階調査の箇所選定要件の明確化と速やか

な箇所選定が図られるよう地方公共団体が進める取組を強力

に支援すること。また、地方公共団体が整備するアクセス道路

への十分な財政支援を図ること。 

 

（２） ＥＴＣの更なる普及促進 

全国の高速道路のＥＴＣ利用率は９割を超えており、高速

道路が完全ＥＴＣ化されると、将来的な本線料金所の撤廃や

料金収受などに要するコストの削減、混雑状況に応じた料金

施策の導入につながることが期待される。 

ついては、ＥＴＣ利用率１００％に向け、ＥＴＣの普及促進
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とともに、スマートＩＣおよび首都高速道路におけるＥＴＣ

専用入口の整備推進を図ること。また、キャッシュレス社会を

見据え、現金車への対応策として、法制上・運用上の課題解決

を図るとともに、様々なＩＣＴ技術の活用について検討を進

めるなど、積極的に取り組むこと。 

 

（３） 利用しやすく社会経済活動の効率を高める高速道路料金体

系の実現 

首都圏三環状道路が整備されることにより、首都圏の高速

道路がネットワークとしての機能を発揮し、道路利用者の利

便性向上や経済活動の効率化・活性化など、多方面での効果が

期待できる。 

さらに、都心部の渋滞緩和及び排出ガス総量の抑制、大型車

の利用促進などの環状道路の効果を発揮させ、首都圏全体が

目指すべき将来像の実現につなげていく必要がある。 

平成 28年 4月から導入された新たな料金体系では、対距離

制を基本とした料金体系の整理・統一及び起終点を基本とし

た継ぎ目のない料金の実現が図られるとともに、利用者の急

激な負担増への配慮として、激変緩和措置も講じられたとこ

ろである。 

今後は、新たな料金体系が交通等に与える影響を検証した

上で、物流の効率化の観点も含め、一体的で利用しやすい料金

体系の実現に向け引き続き改善を継続するとともに、利用者

の負担増に配慮すること。 

また、ビッグデータ等を活用し、混雑状況に応じた料金施策

や適切な案内方法を導入するなど、利用者へのサービス向上

を図ること。 
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（４） サービスエリア等の新設・拡充及び防災機能強化の促進 

首都圏三環状道路の整備進展に伴い、圏央道沿線には多く

の物流拠点や工場等の立地が進んでおり、大型車両の増加な

ど首都圏の高速道路網の利用形態は大きく変化している。 

ついては、ドライバーの負担軽減のため、新たな休憩施設の

設置を検討するとともに、既存のサービスエリア及びパーキ

ングエリアに大型車用駐車スペースを確保するなど、快適な

休憩スペースを提供するよう施設を拡充すること。 

また、高速道路のサービスエリア等は、東日本大震災の際に、

自衛隊や消防の中継基地、避難住民の輸送基地として活用さ

れるなど、貴重な防災拠点として機能した。 

平成 26年３月、常磐自動車道の守谷サービスエリア（上り

線）が、ヘリポートなど防災拠点機能を備えた商業施設として

改修された。 

首都直下地震などの大規模災害に備えて、国においても、ヘ

リコプターの活用等も念頭に、サービスエリア等における防

災機能強化の促進に向け、取り組むこと。 

 

（５） 高速道路での逆走事故対策の推進 

高速道路での逆走の発生に対しては、国や高速道路会社等

において対策を進めているところであるが、高齢化の進展や、

認知症問題の顕在化といった社会状況を踏まえ、今後も、逆走

事故の撲滅を目指し、取り組みを推進すること。 

 

３ 高速道路等の老朽化対策 

開通から 50 年以上が経過した首都高速道路をはじめとする高速

道路は、老朽化が進んでいる。 

老朽化対策は高速道路ネットワーク機能を維持していく上での

根幹にかかわるものであり、関係自治体の意見を尊重した上で、国
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が責任をもって取り組むこと。また、地方管理道路についても、ト

ンネルや橋梁等、不具合が生じれば重大な事故に直結する施設から、

舗装といった日常の生活に密接に関連するものまで、老朽化に備え

必要な修繕を行えるよう、財政的、技術的な支援について一層の強

化を図ること。 

 

４ 重要物流道路に係る地方公共団体への支援等 

重要物流道路及びその代替・補完路は、供用中の道路についての

指定が行われたところであるが、事業中・計画中を含めた今後の指

定にあたっても、地方の意見を十分に反映するとともに、これらに

該当する地方管理道路において、機能強化及び整備推進のため、必

要な財源の確保などの支援を行うこと。 

 


